
規

則 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
二
条
第
二
号
中
「
契
約
局
長
」
の
下
に
「
、
県
民
ス
ポ
ー
ツ
文
化
局
長
」
を
加
え
、
「
、
ス

ポ
ー
ツ
局
長
」
を
削
り
、
「
食
品
安
全
局
長
」
を
「
健
康
政
策
局
長
、
医
療
政
策
局
長
、
食
品
衛

生
安
全
局
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

二 

契
約
書
案
（
契
約
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
よ
る
案
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

（
契
約
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
契
約
書
案
（
変
更
の
契
約
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

録
に
よ
る
案
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
） 

 

第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
二
号
中
「
地
方
税
」
を
「
地
方
税
等
」
に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

政
令
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
（
同
項
第
一
号
の
地
方
税
に
係
る
基
準
を
除
く
。
）
に
規 

 

定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

公
金
等
の
収
納
の
事
務
の
受
託
に
つ
い
て
相
当
の
実
績
を
有
す
る
こ
と
。 

 

二 

収
納
し
た
歳
入
に
関
す
る
事
項
を
正
確
に
記
録
し
、
県
に
遅
滞
な
く
伝
達
す
る
こ
と
及
び 

 
 

収
納
し
た
歳
入
を
県
に
遅
滞
な
く
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
有
す
る
こ
と
。 

 

三 

歳
入
の
収
納
の
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
十
分
な
事
業
規
模
を
有
す
る
こ
と
。 

 

第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
契
約
書
」
の
下
に
「
（
契
約
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
九
十
八
条
中
「
書
面
」
を
「
書
類
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
二
十
九
条
中
「
当
座
預
金
」
を
「
普
通
預
金
又
は
当
座
預
金
」
に
改
め
、
「
、
領
収
書
を

会
計
管
理
者
に
送
付
す
る
と
と
も
に
」
を
削
る
。 

 

第
百
三
十
一
条
中
「
又
は
払
出
指
示
書
」
を
削
る
。 

 

第
百
五
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
六
条
及
び
第
二
百
六
条
の
二
中
「
課
長
」
の
下
に
「
又
は
所
長
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
百
九
条
第
一
項
の
表
課
室
等
（
警
察
本
部
施
設
課
及
び
厚
生
課
並
び
に
次
の
項
か
ら
警
察

本
部
交
通
指
導
課
の
項
ま
で
の
も
の
を
除
く
。
）
の
項
中
「
施
設
課
及
び
厚
生
課
並
び
に
」
を
「
厚

生
課
及
び
」
に
改
め
、
同
表
警
察
本
部
会
計
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
第
二
百
九
条
第
二
項
の
表
所
轄
所
（
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
、
東
部
環
境
管
理
事
務
所
、
環
境
整

備
セ
ン
タ
ー
、
高
等
看
護
学
院
、
花
と
緑
の
振
興
セ
ン
タ
ー
、
八
潮
新
都
市
建
設
事
務
所
、
総
合

教
育
セ
ン
タ
ー
江
南
支
所
、
県
立
嵐
山
史
跡
の
博
物
館
、
県
立
の
学
校
（
川
越
特
別
支
援
学
校
、

大
宮
北
特
別
支
援
学
校
、
越
谷
西
特
別
支
援
学
校
、
草
加
か
が
や
き
特
別
支
援
学
校
及
び
け
や
き

特
別
支
援
学
校
を
除
く
。
）
、
警
察
署
及
び
警
察
学
校
を
除
く
。
）
の
項
中
「
川
越
特
別
支
援
学

校
」
の
下
に
「
、
春
日
部
特
別
支
援
学
校
、
上
尾
特
別
支
援
学
校
」
を
、
「
越
谷
西
特
別
支
援
学

校
」
の
下
に
「
、
騎
西
特
別
支
援
学
校
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
百
十
六
条
第
二
項
中
「
地
方
税
」
を
「
地
方
税
等
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
の
表
四
十
三
の
項
中
「 

 
 

 
」
を
削
る
。 

 
 

 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
上
記
の
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
納
入
に
つ
い
て

 
ま
す

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 
月

 
 

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

農
 

 

銀
 

 
信

用
金

 
支

 
店
の
長

 
 

 
 

 

 

様
式
第
二
十
二
号
（
一
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

警
察
本
部
施
設
課 

主
席
調
査
官 

同 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
二
号
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

上
記
の
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
納
入
に
つ
い
て
、
承
諾

し
 
ま

す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

農
 

 
協

 

銀
 

 
行

 

信
用
金

庫
 

本
（

支
）

 
の
長

 
 

 
 

印
 

「 

を 

」 

 
上
記
の
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
納
入
に
つ
い
て
、
承
諾

 
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

月
 

 
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
本

（
 

支
）

 
店
の
長

 
 

 
 

 

」 

印 

取
扱
者

 
 
名

 

，
１
３
１

 

取
扱

 
名

 

 
 

上
記
の
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
納
入
に
つ
い
て
、
承
諾

し
 
ま

す
。

 
 

 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
 

月
 

 
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

農
 

 
協

 

銀
 

 
行

 

信
用
金

庫
 

本
（
支
）

 
の
長

 
 

 
 

印
 

「 



様式第２２号（２）（第３９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第22号(２)（第39条関係） 

口 座 振 替 納 付 届                    

 
年  月  日  

 

 

 

  （宛先） 

  埼玉県   部   課長 

住 所 
  

 

預金届出の印鑑 

を押印すること 

団地名 号棟    室  

ふり  がな

氏 名                  ㊞ 

 
 私は、埼玉県に納入する県営住宅等の家賃を口座振替により納付したいので、使用料等必要事項を記載した口座振替納入通

知書は下記の金融機関宛て送付してください。 

 

 
送付先金融機関名 本（支）店名 預 金 の 種 類 口 座 番 号 

 
・振替納入期日   県が指定する日 

銀  行  

信用金庫  
本（支）店 普 通 ・ 当 座  

 
口座振替開始月 

年  月分 

 

   

 上記の届出に係る口座振替の納付については、承諾します。                  金融機関コード欄 

      年  月  日 

 

銀 行
信用金庫

       本（支）店長          

  取扱者名           

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
二
十
二
号
（
四
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

     
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
埼
玉
県
心
身
障
害

 
 
共
済

制
度
掛
金
の
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
納
付
に
つ
い

 
 

 
 

 

 
承
諾
し
ま
す
。

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

農
 

 
協

 

銀
 

 
行

 

金
 

 
庫

 
本

（
支

）
店

 
 

 
 

印
 

 

様
式
第
二
十
二
号
（
三
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
て
先

 
宛
先

 

」 

「 

印
 

金
融

機
関

印
欄

 

埼
玉

県
立

高
等

学
校

の
入

学
 

料
、

授
業

料
等

の
預

金
口

座
 

振
替

の
方

法
に

よ
る

納
付

に
 

つ
い

て
承

諾
し

ま
す

。
（

３
 

枚
目

も
同

様
と

し
ま

す
）

 

金
融
機
関

名
 

支
店
名

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

」 

「 
金

 
融

 
機

 
関

 
欄

 

埼
玉

県
立

高
等

学
校

の
入

学
 

料
、

授
業

料
等

の
預

金
口

座
 

振
替

の
方

法
に

よ
る

納
付

に
 

つ
い

て
承

諾
し

ま
す

。
（

３
 

枚
目

も
同

様
と

し
ま

す
。
）

 

 金
融
機
関
名

 

支
店
名

 

取
扱
者
名

 

  
 
埼
玉
県
心
身
障
害
者
扶
養

 
共
済

 
制
度
掛
金
の
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
納
付
に
つ
い
て

 
 

て
承
諾
し
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

農
 

 
協

 

銀
 

 
行

 
信

用
金

庫
 

「 

あ
て
先

 
宛
先

 

  
 
埼
玉
県
心
身
障
害
者
扶

 
養

共
 
済

制
度

掛
金

の
口

座
振

替
の

方
法

に
よ

る
納

 
 

て
承
諾
し
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

月
 

 
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

農
 

 

銀
 

 
信

用
金本
（
支

）
店

 
 

 
 

「 

取
扱

者
名

 

を 

」 

」 



    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
二
十
二
号
（
五
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
埼
玉
県
心
身
障
害

 
 
養
共
済

制
度
掛
金
の
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
納
付
に
つ
い

 
 

 
 

 

 
承
諾
し
ま
す
。

 
 

 
 

 
 
 
月

 
 

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
農

 
 

協
 

 
 
銀

 
 

行
 

 
 
金

 
 

庫
 

本
（
支
）
店

 
 

 
 

 

」 

あ
て
先

 
宛
先

 

  
 

 
（
金
融
機
関
確
認
印
欄
）

 
 

 
埼
玉
県
母
子
・
父
子
・
寡
婦
福

 
祉
資
金
償
還
金
の
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
納
付
に

 
 
つ
い
て
承
諾
し
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

月
 

 
 

 
日

 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

農
 

 
協

 

銀
 

 
行

 
信
用

金
庫

 

「   
 

 
（
金
融
機
関
確
認
欄
）

 
 

 
埼
玉
県
母
子
・
父
子
・
寡
婦

福
資
金
償
還
金
の
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
納
付
に

 
 

つ
い
て
承
諾
し
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

農
 

 

銀
 

 

信
用

金

「 

 
（
金
融
機
関
確
認
印
欄
）

 
 

 
埼
玉
県
母
子
・
父
子
・

 
婦
福
祉
資
金
償
還
金
の
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
納
付
に

 
 

 
 

 
 
つ
い
て
承
諾
し
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

月
 

 
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

農
 

 
協

 

銀
 

 
行

 

信
用
金
庫

 
本
（
支
）
店

 

取
扱

者
名

 

」 

 
 

 
（
金
融
機
関
確
認
印
欄
）

 
 

 
埼
玉
県
母
子
・
父
子
・
寡

 
福
祉
資
金
償
還
金
の
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
納
付
に

 
 

 
 

 
 

つ
い
て
承
諾
し
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 
月

 
 

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

農
 

 
協

 

銀
 

 
行

 

信
用
金
庫

 
本

（
支

）
 

 
 
○印

 

」 

 

様
式
第
三
十
一
号
（
二
）
及
び
様
式
第
三
十
一
号
（
三
）
中
「 

」
及
び 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 印
 

更
正

済
印

 
 

 
 

 
 

「 

」 

取
扱
者
名

 

に
改
め
る
。 

に
改
め
る
。 



 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
削
る
。 

更
正

済
印

 
 

 
 

 
 

「 

」 

 

様
式
第
三
十
一
号
（
四
）
及
び
様
式
第
三
十
一
号
（
五
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
削
る
。 

 

様
式
第
三
十
九
号
（
一
）
中
「 

 
 

 

」
及
び
「 

 
 

」
を
削
り
、
「 

 
 

」
を
「 

 
あ

て
先

 
取
扱
者
印

 
照
合

印
 

 

」
に
改
め
る
。 

先
 

宛
 

 

様
式
第
三
十
九
号
（
二
）
中 

 
 

 
 

 
 

 

を
削
る
。 

更
正
済
印

 
 

 
 

 
 

「 

」 

取扱者印 照

 

合

 

印 

「 

」 

 

様
式
第
三
十
九
号
（
三
）
中
「 

」
及
び 

 
 

 
 

 
 

 

を
削
る
。 

 

様
式
第
三
十
九
号
（
四
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
あ
て
先

 
宛
先

 

□ 印
 

取扱者印 照

 

合

 

印 
「 

」 

確
認

印
 

 
 

 
 

 
 

「 

」 

確
認

印
 

 
 

 
 

 
 

」 

及
び 

 
 

 
 

 
 

 

を
削
る
。 

取扱者印 照

 

合

 

印 

「 

」 

 



  
 

 
 

 

様
式
第
四
十
一
号
（
二
）
、
様
式
第
四
十
一
号
（
四
）
、
様
式
第
四
十
一
号
（
八
）
、
様
式
第

四
十
一
号
（
十
一
）
及
び
様
式
第
四
十
二
号
（
十
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

                    

様
式
第
四
十
号
（
一
）
中
「 

 
 

」
を
削
る
。 

支
払
印

 

 
様
式
第
四
十
号
（
二
）
中
「 

 
 

 

」
及
び
「 

 
 

」
を
削
る
。 

  

支
払
済
印

 
支
払
印

 



様式第４１号（２）（第５０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年 度 通知年月日 通 知 番 号      支 払 金 額（円） 

  

 

    

 

送 
 
 

 

金 
 
 
 

通 
 
 
 

知 
 
 

 

書 

 

（
裏
面
を
御
覧
く
だ
さ
い
。） 

受取方法 次のいずれかの方法でお受け取りください。 

１ 現金受領の場合 下記の銀行にこの通知書を持参する方法（運転免許証等の提示を求められることがありま

す。） 

２ 口座入金の場合 取引のある金融機関（ゆうちょ銀行及び郵便局を除く。）にこの通知書及び通帳を持参する

方法 

 

 

 埼玉県会計管理者 □印  

支払済印  

 

 

支払金融機関        

支 払 内 容 

課     所 

 

 

 

 



 （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 受取方法 

 (１) 現金で受け取る方法（支払金融機関で受け取る方法） 
  ア 領収書欄に領収の年月日、住所及び氏名を自署し、通知年月

日から１年以内に、表面に記載された銀行の支店に提出し、現
金をお受け取りください。 

  イ 受取人が法人の場合は、領収の年月日、住所、法人の名称、
代表者の職名及び氏名を記入し、代表者印を押印した上で、上
記と同様の手続により、現金をお受け取りください。 

  ウ 本人に代わつて代理人が受け取る場合は、本人が委任状欄に
署名（法人の場合は記名押印）し、代理人が領収書欄に署名し
てください。 

 (２) 支払金融機関以外の金融機関の預金口座に入金する方法 
  ア 領収書欄に領収の年月日、住所及び氏名を自署し、通知年月

日から１年以内に、取引のある金融機関店舗（ゆうちょ銀行及
び郵便局を除く。）に預金通帳とともに提出すると、預金口座に
入金記帳されます（入金は後日になります。）。 

  イ 受取人が法人の場合は、領収の年月日、住所、法人の名称、
代表者の職名及び氏名を記入し、代表者印を押印した上で、上
記と同様の手続により提出すると、預金口座に入金記帳されま
す（入金は後日になります。）。 

  ＊ 上記(２)の手続には、手数料がかかる場合があります。 

２ 受取上の注意 

 (１) 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本送金通知
書では支払を受けることはできません。 

  ア 表面に記載された支払金額又は宛先の住所若しくは氏名が訂
正されているもの 

  イ 領収書欄の署名（法人の場合は代表者印）がないもの（代理
人が受け取る場合は、委任状欄の本人の署名（法人の場合は代
表者印）及び領収書欄の代理人の署名がないもの） 

  ウ 通知年月日から１年を経過したもの（受取方法については、
発行機関にお問合せください。） 

 (２) その他 
   受取時の住所又は氏名が宛先の住所又は氏名と異なる場合は、

運転免許証、健康保険の被保険者証、住民票の写し、登記事項証
明書その他受取時の住所又は氏名を証明できるものを金融機関の
窓口に提示してください。 

 

 

  
委   任   状 

 
 表面の支払金額の欄に記載された金額の受取を 
 
 （代理人） 
   住所 
 
   氏名 
 
 に委任します。     年  月  日 
 
 （本 人） 
   住所 
 
   氏名               ㊞（法人の代表者印） 
 
   （個人の場合は、本人が署名してください。） 

 
 

領   収   書 

 表面の支払金額の欄に記載された 
金額を領収しました。 

年  月  日  
 住所 

㊞ 

 

営業に関するもの

で受取金額が５万

円以上のものは収

入印紙をお貼りく

ださい。 

 氏名               ㊞（法人の代表者印） 
 
（受取人が個人の場合は、本人又は代理人が署名してください。） 

  

 



様式第４１号（４）（第５０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送 
 
 
 

金 
 
 
 

通 
 
 
 

知 
 
 
 

書 

（
裏
面
を
御
覧
く
だ
さ
い
。） 

 

年度 通知年月日 通知番号 支   払   金   額 
   

    

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

                     受取方法 次のいずれかの方法でお受け取りください。 

 

                     １ 現金受領の場合 下記の銀行にこの通知書を持参する方法（運転免許証等の

提示を求められることがあります。） 

                     ２ 口座入金の場合 取引のある金融機関（ゆうちょ銀行及び郵便局を除く。）

にこの通知書及び通帳を持参する方法 

 

                                           埼玉県会計管理者 □印  

市       町      

都       区     

郡       村      

 

番地  

 

様  

支払金融機関  

銀行    支店 
支払済印  

 

課 所 名  
 

支払内容   

 

 



 （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 受取方法 

 (１) 現金で受け取る方法（支払金融機関で受け取る方法） 
  ア 領収書欄に領収の年月日、住所及び氏名を自署し、通知年月

日から１年以内に、表面に記載された銀行の支店に提出し、現
金をお受け取りください。 

  イ 受取人が法人の場合は、領収の年月日、住所、法人の名称、
代表者の職名及び氏名を記入し、代表者印を押印した上で、上
記と同様の手続により、現金をお受け取りください。 

  ウ 本人に代わつて代理人が受け取る場合は、本人が委任状欄に
署名（法人の場合は記名押印）し、代理人が領収書欄に署名し
てください。 

 (２) 支払金融機関以外の金融機関の預金口座に入金する方法 
  ア 領収書欄に領収の年月日、住所及び氏名を自署し、通知年月

日から１年以内に、取引のある金融機関店舗（ゆうちょ銀行及
び郵便局を除く。）に預金通帳とともに提出すると、預金口座に
入金記帳されます（入金は後日になります。）。 

  イ 受取人が法人の場合は、領収の年月日、住所、法人の名称、
代表者の職名及び氏名を記入し、代表者印を押印した上で、上
記と同様の手続により提出すると、預金口座に入金記帳されま
す（入金は後日になります。）。 

  ＊ 上記(２)の手続には、手数料がかかる場合があります。 

２ 受取上の注意 

 (１) 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本送金通知
書では支払を受けることはできません。 

  ア 表面に記載された支払金額又は宛先の住所若しくは氏名が訂
正されているもの 

  イ 領収書欄の署名（法人の場合は代表者印）がないもの（代理
人が受け取る場合は、委任状欄の本人の署名（法人の場合は代
表者印）及び領収書欄の代理人の署名がないもの） 

  ウ 通知年月日から１年を経過したもの（受取方法については、
発行機関にお問合せください。） 

 (２) その他 
   受取時の住所又は氏名が宛先の住所又は氏名と異なる場合は、

運転免許証、健康保険の被保険者証、住民票の写し、登記事項証
明書その他受取時の住所又は氏名を証明できるものを金融機関の
窓口に提示してください。 

 

 

  
委   任   状 

 
 表面の支払金額の欄に記載された金額の受取を 
 
 （代理人） 
   住所 
 
   氏名 
 
 に委任します。     年  月  日 
 
 （本 人） 
   住所 
 
   氏名               ㊞（法人の代表者印） 
 
   （個人の場合は、本人が署名してください。） 

 
 

領   収   書 

 表面の支払金額の欄に記載された 
金額を領収しました。 

年  月  日  
 住所 

㊞ 

 

営業に関するもの

で受取金額が５万

円以上のものは収

入印紙をお貼りく

ださい。 

 氏名               ㊞（法人の代表者印） 
 
（受取人が個人の場合は、本人又は代理人が署名してください。） 

  

 



様式第４１号（８）（第５０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 通知年月日 通知番号 
支 払 

金 額 

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円   

 
年度 ・  ・  

 

 
受取方法 次のいずれかの方法でお受け取りくださ

い。 
 

送

金

通

知

書 

（
裏
面
を
御
覧
く
だ
さ
い
。） 

様   

 

 

１ 現金受領の場合 埼玉りそな銀行にこの通知書
を持参する方法（運転免許証等の提示を求められ
ることがあります。） 

２ 口座入金の場合 取引のある金融機関（ゆう
ちょ銀行及び郵便局を除く。）にこの通知書及び
通帳を持参する方法 

 

埼玉県    県税事務所出納員 □印  

 

店  名 

 

  銀行   支店 
支払済印 

 

課所名 埼玉県 県税事務所 

 
 

 
 

支 払 

内 容 
県税過誤納金還付 

 

  

  

 

 



 （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ 受取方法 

 (１) 現金で受け取る方法（表面に記載された銀行で受け取る方法） 
  ア 領収書欄に領収の年月日、住所及び氏名を自署し、通知年月

日から１年以内に、表面に記載された銀行の支店に提出し、現
金をお受け取りください。 

  イ 受取人が法人の場合は、領収の年月日、住所、法人の名称、
代表者の職名及び氏名を記入し、代表者印を押印した上で、上
記と同様の手続により、現金をお受け取りください。 

  ウ 本人に代わつて代理人が受け取る場合は、本人が委任状欄に
署名（法人の場合は記名押印）し、代理人が領収書欄に署名し
てください。 

 (２) 表面に記載された銀行以外の金融機関の預金口座に入金する方法 
  ア 領収書欄に領収の年月日、住所及び氏名を自署し、通知年月

日から１年以内に、取引のある金融機関店舗（ゆうちょ銀行及
び郵便局を除く。）に預金通帳とともに提出すると、預金口座
に入金記帳されます（入金は後日になります。）。 

  イ 受取人が法人の場合は、領収の年月日、住所、法人の名称、
代表者の職名及び氏名を記入し、代表者印を押印した上で、上
記と同様の手続により提出すると、預金口座に入金記帳されま
す（入金は後日になります。）。 

  ＊ 上記(２)の手続には、手数料がかかる場合があります。 

２ 受取上の注意 

 (１) 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本送金通知
書では支払を受けることはできません。 

  ア 表面に記載された支払金額又は宛先の住所若しくは氏名が訂
正されているもの 

  イ 領収書欄の署名（法人の場合は代表者印）がないもの（代理
人が受け取る場合は、委任状欄の本人の署名（法人の場合は代
表者印）及び領収書欄の代理人の署名がないもの） 

  ウ 通知年月日から１年を経過したもの（受取方法については、
この通知書を発行した県税事務所にお問合せください。） 

 (２) その他 
  ア 通知年月日から５年を経過しますとこの支払金を受け取る権

利がなくなりますので御注意ください。 
  イ 受取時の住所又は氏名が宛先の住所又は氏名と異なる場合

は、運転免許証、健康保険の被保険者証、住民票の写し、登記
事項証明書その他受取時の住所又は氏名を証明できるものを金
融機関の窓口に提示してください。 

 

 
 委   任   状 

 
 表面の支払金額の欄に記載された金額の受取を 
 
 （代理人） 

   住所 
 
   氏名 
 
 に委任します。     年  月  日 
 
 （本 人） 

   住所 
 
   氏名               ㊞（法人の代表者印） 
 
   （個人の場合は、本人が署名してください。） 

 

 領   収   書 

 表面の支払金額の欄に記載された 

金額を領収しました。 

            年  月  日 

 住所 
 
 氏名               ㊞（法人の代表者印） 

 

（受取人が個人の場合は、本人又は代理人が署名してください。） 

  

 



様式第４１号（１１）（第５０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 通知年月日 通知番号 
支 払 

金 額 

   

 
年度 ・  ・  

 

 

 

 

受取方法 次のいずれかの方法でお受け取りくだ

さい。 
 

送 
 

金 
 

通 
 

知 
 

書 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
裏
面
を
御
覧
く
だ
さ
い
。） 

 
 
 
 

様   

 

 

  １ 現金受領の場合 埼玉りそな銀行にこの通知書を持
参する方法（運転免許証等の提示を求められること
があります。） 

  ２ 口座入金の場合 取引のある金融機関（ゆうちょ
銀行及び郵便局を除く。）にこの通知書及び通帳を
持参する方法 

 
       埼玉県自動車税事務所出納員 □印  

 

課 所 名 埼玉県自動車税事務所 

支払済印  

支払内容  
 

  銀行 

        支店 

 

  

 

 



 （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ 受取方法 

 (１) 現金で受け取る方法（表面に記載された銀行で受け取る方法） 
  ア 領収書欄に領収の年月日、住所及び氏名を自署し、通知年月

日から１年以内に、表面に記載された銀行の本店又は支店に提
出し、現金をお受け取りください。 

  イ 受取人が法人の場合は、領収の年月日、住所、法人の名称、
代表者の職名及び氏名を記入し、代表者印を押印した上で、上
記と同様の手続により、現金をお受け取りください。 

  ウ 本人に代わつて代理人が受け取る場合は、本人が委任状欄に
署名（法人の場合は記名押印）し、代理人が領収書欄に署名し
てください。 

 (２) 表面に記載された銀行以外の金融機関の預金口座に入金する方法 
  ア 領収書欄に領収の年月日、住所及び氏名を自署し、通知年月

日から１年以内に、取引のある金融機関店舗（ゆうちょ銀行及
び郵便局を除く。）に預金通帳とともに提出すると、預金口座
に入金記帳されます（入金は後日になります。）。 

  イ 受取人が法人の場合は、領収の年月日、住所、法人の名称、
代表者の職名及び氏名を記入し、代表者印を押印した上で、上
記と同様の手続により提出すると、預金口座に入金記帳されま
す（入金は後日になります。）。 

  ＊ 上記(２)の手続には、手数料がかかる場合があります。 

２ 受取上の注意 

 (１) 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本送金通知
書では支払を受けることはできません。 

  ア 表面に記載された支払金額又は宛先の住所若しくは氏名が訂
正されているもの 

  イ 領収書欄の署名（法人の場合は代表者印）がないもの（代理
人が受け取る場合は、委任状欄の本人の署名（法人の場合は代
表者印）及び領収書欄の代理人の署名がないもの） 

  ウ 通知年月日から１年を経過したもの（受取方法については、
自動車税事務所にお問合せください。） 

 (２) その他 
  ア 通知年月日から５年を経過しますとこの支払金を受け取る権

利がなくなりますので御注意ください。 
  イ 受取時の住所又は氏名が宛先の住所又は氏名と異なる場合

は、運転免許証、健康保険の被保険者証、住民票の写し、登記
事項証明書その他受取時の住所又は氏名を証明できるものを金
融機関の窓口に提示してください。 

 

 
 委   任   状 

 
 表面の支払金額の欄に記載された金額の受取を 
 
 （代理人） 

   住所 
 
   氏名 
 
 に委任します。     年  月  日 
 
 （本 人） 

   住所 
 
   氏名               ㊞（法人の代表者印） 
 
   （個人の場合は、本人が署名してください。） 

 

 領   収   書 

 表面の支払金額の欄に記載された 

金額を領収しました。 

            年  月  日 

 住所 
 
 氏名               ㊞（法人の代表者印） 

 

（受取人が個人の場合は、本人又は代理人が署名してください。） 

  

 



様式第４２号（１０）（第５１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 年 度 通 知 年 月 日 通 知 番 号 支 払 

金 額 

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円   

 年度 ・  ・                

      下記口座にお振替ください。   

 

口 
 

座 
 

振 
 

替 
 

案 
 

内 
 

書 

様  

銀行           支店  

    埼玉県       県税事務所出納員 

  

               
  店            名 預金科目  
   

  
銀行          支店 

金庫          御中 
   

  預 金 名 番        号   
   
  

普通・当座 

          

             

  課所名 埼玉県       税事務所       

  
          
      支 払 

内 容 

           

                  

                    

                    

 

 



 

様
式
第
四
十
三
号
（
一
）
中
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」
を
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」
に
改
め
る
。 
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式
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四
十
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（
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）
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」

を
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」
に
改
め
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
削
り
、
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」
を
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」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 

  

様
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第
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三
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（
四
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中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
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に
、
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」
を
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」 

 

に
改
め
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
削
る
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様
式
第
四
十
三
号
（
三
）
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、 

 
 

 
 

 
 

 

当
座
預
金
口
座

 

 
当

 
 
座

 
 
預

 
 
金

 

「 

」 

「 

」 

検
 

 
印

 
受

 
 
付

 

 

様
式
第
四
十
四
号
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

預
金

口
座

 

当
座
預
金
口
座

 
預
金
口
座

 

当
座
預
金
口
座

 
預

金
口
座

 

様
式

第
４
３
号
（
２
）
（
第
１
２
９
条
、
第
１
３
１
条
関
係
）
 

様
式
第

４
３
号
（
２
）
（
第
１
２
９
条
関
係
）
 

「 

」 

検
 

 
印

 
受

 
 
付

 

「 

」 

検
 

 
印

 
受

 
 
付

 

様
式

第
４
３
号
（
４
）（

第
１
２
９
条
、
第
１
３
１
条
関
係
）
」
 

様
式

第
４
３
号
（
４
）（

第
１
２
９
条
関
係
）
」
 

当
座

預
金
口
座

 
預

金
口
座

 

を
削
る
。 



様式第４４号（２）（第５２条、第７０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№３  

 
公 金 振 替 済 通 知 書                    

年  月  日  
 

  下記のとおり振替しました。 

（宛先） 

埼玉県会計管理者・出納員 

統括店            

 

 
 

 

 
    

 

 

項番 公金振替番号 振 替 金 額 

払    出    し 受    入    れ 

請求番号 

 

 年度 課 所 名 会計 科 目 名 区分 年度 課 所 名 会計 科 目 名  

               

               

 

 



 

様
式
第
四
十
九
号
（
一
）
及
び
様
式
第
四
十
九
号
（
三
）
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
五
十
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 
様
式
第
五
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

□ 印
 

㊞
 



様式第５５号（第７０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度  受入科目    公 金 振 替 整 理 簿              

 

年月日 
支出命令権者の

職 及 び 氏 名 
内   容 金   額 

振 替 請 求 書 

消 込 年 月 日 備   考 

 

発 行 

年 月 日 
番 号 納 期 限 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

           

 

 

 



 

様
式
第
六
十
三
号
（
二
）
、
様
式
第
六
十
四
号
（
二
）
及
び
様
式
第
六
十
四
号
（
三
）
中
「 

」

を
削
る
。 

 
様
式
第
七
十
二
号
か
ら
様
式
第
七
十
二
号
の
二
（
二
）
ま
で
の
規
定
中
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

様
式
第
七
十
六
号
（
三
）
中
「 

」
及
び 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

㊞
 

□ 印
 

「 

」 

検 印 

出納係印 

係 印 

指
 定

 金
 

融
 機

 関
 

㊞
 

削
る
。 

指
定

(
収

納
)  

検 印 

出納係印 
係 印 

「 

」 
㊞
 

 

様
式
第
七
十
六
号
（
四
）
中
「 

」
及
び 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

削
る
。 

□ 印
 

 

様
式
第
七
十
七
号
（
一
）
及
び
様
式
第
七
十
七
号
（
二
）
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
七
十
七
号
（
三
）
及
び
様
式
第
七
十
七
号
（
四
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、 

「 

」
を
削
る
。 

□ 印
 

宛
先

 
あ

て
先

 

 

様
式
第
七
十
八
号
中
「 

」
を
削
る
。 

□ 印
 

 

様
式
第
七
十
九
号
（
一
）
及
び
様
式
第
七
十
九
号
（
二
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、 

あ
て
先

 
宛
先

 

「 

」
を
削
る
。 

㊞
 

 

様
式
第
八
十
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

あ
て
先

 
宛
先

 
□ 印
 

 

様
式
第
百
十
一
号
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様式第１１１号（１）（第２０６条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 金 台 帳                      

基 金 受 払 整 理 簿                      

 

年月日 摘               要 番 号 受 払 残 

   円 円 円 

      

      

      

      

      

      

 

 



 

様
式
第
百
十
二
号
（
六
）
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
百
十
二
号
（
七
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

㊞
 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

 

様
式
第
百
十
七
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
削
る
。 

 

様
式
第
百
十
八
号
（
一
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
削
る
。 

支
出
命
令
権
者

 
「 

」 

 

様
式
第
百
十
九
号
中 

 
 

 
 

 
 

 

を
削
る
。 

課
 
所

 
長

 

「 

」 

 

様
式
第
百
二
十
一
号
（
一
）
及
び
様
式
第
百
二
十
一
号
（
四
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

歳
入

徴
収

権
者

 

「 

」 



様式第１２１号（１）（第１９７条、第２０１条―第２０３条、第２２４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 債 権 管 理 簿 (１)        № 仮№   

                

 発生（帰属）年度 年 度      債 権 の 分 類        

                
 

年月日 債務者住所 債務者氏名 
発  生 
（帰属） 
原  因 

債 権 金 額 
（円） 

納入(返納)通知書 督 促 状 
消 滅 

年月日 
欠損処分金額 

（円） 
備 考 

 

 
発 行 

年月日 
番 号 納期限 

発 行 

年月日 
番 号 納期限  

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                 

 



様式第１２１号（４）（第１９７条、第２０１条、第２０２条、第２０３条、第２２４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 発生（帰属）年度 債  務  の  分  類 
児 童 福 祉 法 第 56 条 徴 収 金 に 係 る 債 権 管 理 簿 

番 号 １   

       年度 分 担 金 及 び 負 担 金              番 号 ２   

       

 債   務   者   住   所 債 務 者 氏 名 児 童 氏 名 施 設 名 措置年月日 解除年月日 階層・負担額 本人負担 電話番号  

 〒        有・無   

       

 
月 分 債 権 金 額 

納 入 通 知 書 
番号 

督  促  状 納入年月日 
収 入 額 未 済 額 備  考 

 

 発行年月日 納 期 限 発行年月日 納 期 限 （消滅年月日）  

 ４月分      円                     

 ５月分                           

 ６月分                           

 ７月分                           

 ８月分                           

 ９月分                           

 10月分                           

 11月分                           

 12月分                           

 １月分                           

 ２月分                           

 ３月分                           

 計                           

                               

  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
百
二
十
一
号
（
十
三
）
、
様
式
第
百
二
十
一
号
（
十
五
）
及
び
様
式
第
百
二
十
一
号
（
十

八
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

   

様
式
第
百
二
十
一
号
（
十
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発
 生

 年
 度

 
年

度
 

債
権

の
分

類
 

納
 
期

 
限

 

「 

」 
債

権
の

分
類

 
納

 
期

 
限

 
債
 
権
 
金
 
額

 
円

 
歳

入
徴

収
権

者
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
発

 生
 年

 度
 

年
度

 
債

権
の

分
類

 
納

 
期

 
限

 
債
 

「 

納
 
期

 
限

 
債
 
権
 
金
 
額

 
円

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
百
二
十
一
号
（
十
一
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
削
る
。 

歳
入

徴
収

権
者

 

「 

」 

 

様
式
第
百
二
十
一
号
（
十
二
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

課
（

所
）

長
 
主

幹
(
次

長
)
 主

査
(
課

長
)
 

係
 

「 

」 

削
る
。 

  



様式第１２１号（１３）（第１９７条、第２０１条、第２０２条、第２０３条、第２２４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 発生（帰属）年度 債 権 の 分 類 
      本多静六博士奨学資金返還金に係る債権管理簿 

 

 年度   

     

 氏 名   

連 帯 保 証 人 

氏 名  電 話    

 

住 所 

〒  
住 所 

〒     

   〒     

 〒         

    
年度 

債 権 

金 額 
延滞金 

納 入 通 知 書 督 促 状 消 滅 

年月日 

返還金 

累計額 

返還未 

済金額 
備 考 

 

    
発 行 

年月日 
番 号 納期限 

発 行 

年月日 
番 号 納期限  

 電 話                   

 
勤務先  

                

                 

 奨 学 金 
の 返 還 

据 置 
期 間 

自 年 月 
至 年 月 

返還 
期間  年 

円 
年賦 

                

 備 考                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 番  号 氏     名 奨 学 生 
決 定 年 度 

貸 付 期 間 貸 付 金 総 額 返 還 期 間 返  還  期  

    
自   年   月 

至   年   月 
円 年度～  年度  毎年度   月末  

     

  

 



様式第１２１号（１５）（第１９７条、第２０１条、第２０２条、第２０３条、第２２４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県高等学校等奨学金に係る債権管理簿                    

 

債務者 

住 所  

 

発生
年度 

帰属
年度 債権金額 

納入通知書 督促状 延 滞 利 息 
備 考 

 

 納期限 消滅年月日 督促年月日 納期限 消滅年月日 調定額 収入額 消滅年月日 

 氏 名                           
 電話番号                           
 奨学生番号                           
 職 業                           

                           
 

債権の

内容 

区分 発生年度 貸与期間 貸与金額                          
 ①                             
 ②                             
 ③                             
    年 月から 年 月まで                           

  貸与総額                           

                           
 

返還 

計画 

返還期間                           
 返還方法                           
 返還期日                           
 １回の返還金額 円                              

                           
 

連帯 

保証人 

住 所                           
 氏 名                           
 電話番号                           

 住 所                           
 氏 名                           
 電話番号                           

                           
 

返還の

猶 予 

区分 猶予の理由 猶予の期間                          
 

① 
                           

                            
                            

 
② 

                           
                            
                            

 
③ 

                           
                            
                            

                           
 備 考                          

 返還額計                        

 未返還額                        

 

 

 



様式第１２１号（１８）（第１９７条、第２０１条、第２０２条、第２０３条、第２２４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 債 権 管 理 簿                    

 発生（帰属）年度 年度  債権の分類   課程     

             

 年月日 生徒番号（学籍番号） 生徒氏名 債権金額（円） 納期限 消滅年月日 備考  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

備考 本簿は、高等学校（定時制の課程（単位制による課程であるものに限る。））の授業料、聴講料、受講料、教科書代金及び学習書代金につ

いて使用すること。 

 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定 

 
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 
第
百
五
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定 

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関 

 
 

係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲 

 

 
 

げ
る
同
法
第
三
十
五
条
の
規
定
の
施
行
の
日 

 

二 

様
式
第
四
十
一
号
（
二
）
、
様
式
第
四
十
一
号
（
四
）
、
様
式
第
四
十
一
号
（
八
）
及
び 

 
 

様
式
第
四
十
一
号
（
十
一
）
の
改
正
規
定 

令
和
五
年
四
月
一
日 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
財
務
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、 

 

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


